
「（仮称）中紀第ニウィンドファ ーム事業」環境影響評価方法書に係る
環境の保全の見地からの和歌山県知事意見

1 基本的・全般的事項
(1)環境影響評価の基本的な者え方

環境影響評価は、 制度に規定された手続や既存の手法を機械的に履行し、 一定の基準等を
満たせばよいというものではない。 環境への影響をできる限り回避・低減する「ベスト追求
型」の姿勢に立って、 基本的に調査、 予測及び評価を実施すること。

(2)具体的な事業計画に基づく環境影響評価の実施等
風力発電設備の諸元や配置位置等の具体的な事業計画を明らかにした上で、 環境影響評価

項目の選定並びに当該項目に関する調査、 予測及び評価の手法を見直すこと。 その上で重大
な環境影響を回避又は十分に低減できる根拠を明らかにすること。

(3)事業計画等の積極的な見直し
環境影響評価の結果、 本事業の実施による重大な環境影響を回避又は十分に低減できない

揚合は、 風力発電設備の規模、 配置等の再検討を中心に、 対象事業実施区域の見直し及び基
数の削減を含む事業計画全体の見直しを積極的に進めること。

(4)累積的な影響
本事業が予定されている白馬山脈及びその近隣では複数の風力発電事業が存在するが、 そ

れらとの累積的な環境影響について、適切な調蓋、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、
風力発電設備等の配置等を検討すること。

(5)環境保全措置の検討
環境保全措置の検詞に当たっては、 環境影響の回避・低減を優先的に検討し、 代償措置を

優先的に検討することがないようにすること。

(6)関係機関等との連携及び住民への説明
本事業の今後の検討に当たっては、 関係する地方公共団体の意見を十分踏まえ、 環境影響

評価手続を進めること。 また、 住民等の関係者に対し丁寧かつ十分な説明を行うこと。

(7)過去の環境影響評価等の活用
事業者は、 本事業と隣接する「中紀ウィンドファ ーム」のほか、 全固で複数の風力発電事

業の環境影響評価の実績があることから、 それらで行われた環境保全措置や事後調査の結果
の検証、 分析等を本事業へ活用するとともに、 予測、 評価に比べ著しく環境への影響が出て
いるものついては、 合理的な理由が無い限り採用を控えること。

2 個別的事項
(1)騒音、 低周波音及び風車の影

施設の稼働に係る騒音、 低周波音及び風車の影の調査、 予測、 評価は、 風力発電設備や音
源の諸元、 近傍の他の風力発電事業の状況、 風向・風速などの気象条件や地形、 民家等の配
置などの地域特性を踏まえて、 影響が最大になると考えられる条件で行うこと。 その結果を
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